
 

令和７年一級建築基準適合判定資格者検定における正答肢について 

 
 
考査ＡNo.５について肢４を正答肢として想定していましたが、以下の通り肢３及び肢４を正答

肢とする措置を講じています。 
 

○肢３について、文中の「損傷限界変位が 1/120 を超えないこと」とする表現は不適当であり、
「損傷限界固有周期に応じて計算した地震力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階

に生ずる水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合が 1/120 を超えないこと」等と記載
すべきであるため正答肢とする。 
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